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健康や各種健診
についての
お知らせですHealthINFORMATION

妊娠がわかったら、早めに母
子健康手帳の交付を受けましょ
う。妊娠中の生活や制度などに
ついて保健師が説明します。
●とき　５月２日、９日、16 日、

23 日、30 日の午前 10 時から
11 時 30 分まで①必ず妊婦さ
ん本人がお越しください②原
則、毎週水曜日の交付ですが、都合がつか
ない場合は相談に応じます

●ところ　総合福祉センター保健棟　
●必要なもの　妊娠届出書（ある人のみ）

母子健康手帳の交付

乳幼児健診・相談
　５月の乳幼児健診は次のと
おりです。該当者には事前に
通知をしています。ご確認く
ださい。
●とき　健診の内容によって

異なりますので詳細は通知
（案内）書をご確認ください

●ところ　総合福祉センター保健棟
●内容　身体測定・問診・小児科医診察・

育児相談・栄養相談など

健診内容 期　日 対象児

４か月健診 ５月 17 日（木） 平成 23 年 12 月 20 日から
平成 24 年 01 月 18 日生まれ

７か月健診
５月 24 日（木）

平成 23 年 9 月 30 日から
平成 23 年 10 月 27 日生まれ

12 か月健診 平成 23 年 5 月 01 日から
平成 23 年 5 月 31 日生まれ

１歳半健診
５月 10 日（木）

平成 22 年 10 月 06 日から
平成 22 年 11 月 10 日生まれ

３歳児健診 平成 21 年 04 月 06 日から
平成 21 年 5 月 10 日生まれ

乳幼児相談
（身体測定・育児・栄養相談）

５月 23 日（水） 平成 24 年 3 月 27 日から
平成 24 年 04 月 23 日生まれ

※乳幼児相談は、どなたでもお気軽にお越しください。（申込不要）

予防接種
■ＢＣＧ予防接種
▽４か月健診のときに一緒に行い
ます
▽接種期間　生後６か月未満
▽場　所　総合福祉センター保健棟

期　日 時　　間
005月17日（木）

 午後１時 30 分から２時まで
006月14日（木）

■ポリオ予防接種
▽ポリオの予防接種は２回受けてください。
▽対象者　生後３か月から 90 か月未満
▽場　所　総合福祉センター保健棟

期　日 時　　間
05 月 16 日（水）

午後１時 30 分から２時まで
06 月 29 日（金）

　平成24年度の総合健診
　　　（特定健診・各種がん検診）のお知らせ

■集団健（検）診日程
期　日 場　　所 受付時間など

 05 月 22 日（火） 
 総合福祉センター

  午前　8時30分から
　　    10時30分まで

 ※結果説明会は
       後日行います

 05 月 23 日（水） 
 05 月 24 日（木） 
 06 月 6 日（水） 

 中央公民館
 06 月 7 日（木）
 07 月 22 日（日）

 総合福祉センター 07 月 23 日（月）
 07 月 24 日（火）

春の健診の申し込みで下記
の日程には若干の余裕があり
ますので、お問い合わせくだ
さい。
　健（検）診は身体の状態を
チェックできるよい機会で
す。ぜひこの機会にお申し込
みください。

●申し込み方法　健診希望日の２週間前までに総合福祉セ
ンターまでお電話で申し込みください。また、申込書が
自宅に届いている場合は、必要事項を記入してご返送く
ださい。

●検診内容　各種がん検診（胃がん・肺がん・大腸がん・
前立腺がん・子宮がん・乳がん・肝炎ウィルス）、結核検
診、基本健診、特定健診

●申し込み・問い合わせ　総合福祉センターまで

申込方法
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保険料の算定方法

年間保険料
（最高限度額 55 万円）

＝
55,045 円

＋

被保険者
均等割額 所得割額

  総所得　　　 33 万円
  金額等　　（基礎控除額）（ ）－ 所得割率

  10.88％×

●保険料の算出方法

後期高齢者医療制度の保険料は２年に一度改正されます。改正内容は均
等割額が 52,213 円から 55,045 円に改正。また、所得割率が 9.87％から
10.88％に改正されました。

世帯の所得に応じて、均等割額が軽減されます。■均等割額の軽減

Support後期
高齢者
医療制度
役場保険年金班 ☎42局2111番

保険料などの
お知らせです INFORMATION

●後期高齢者医療制度の保険料のお知らせ

保険料は、被保険者ごとに計算され、被保険者全員が等しく負担する
「均等割額」と被保険者の総所得金額等に応じて負担する「所得割額」
との合計が保険料となります。

■所得割額の軽減

５割

均等割額は
９割軽減

の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日まで「会社などの健康保険
の被扶養者」だった人

総所得金額等から基礎控除額（33 万円）を引いた額が 58 万円
以下（公的年金のみの場合は、収入額で 211 万円以下）の人

軽減割合 軽減後の額
（年額） 同一世帯内の被保険者や世帯主の総所得金額等の合計額

 ９割軽減      5,504 円  33 万円（基礎控除額）以下で、被保険者全員が年金収入 80 万円以下で、そのほかに各種  
 所得がない場合

 8.5 割軽減      8,256 円  33 万円（基礎控除額）以下の場合

 ５割軽減    27.522 円  33 万円（基礎控除額）＋ 24.5 万円×被保険者数（世帯主を除く）以下の場合

 ２割軽減    44,036 円  33 万円（基礎控除額）＋ 35 万円×被保険者数以下の場合

●保険証が更新されます
現在使用している後期高齢者医療被保険者証の有効期限は７月 31 日までです。８月１日か
らは新しい保険証となりますので、７月下旬に町から郵送します。

●保険料の軽減

※保険料は、７月に送付予定の「平成 24 年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でご確認ください。

福岡県後期高齢者医療広域連合
☎  092－651－3111　 ファックス  092－651－3901

鞍手町役場保険健康課 保険年金班
☎  ４２局２１１１　内線 205

■受付時間　保険年金班８：30 ～ 17：15　福岡県後期高齢者医療広域連合８：30 ～ 17：30（土・日・祝日を除く）

＊ ＊ ＊ 問 い 合 わ せ ＊ ＊ ＊

被保険者の所得に応じて、所得割額が軽減されます。

所得割額はかかりません
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福祉の
そこが知りたい

福祉人権課☎42局2111番

平成24 年度の
保育料の
お知らせです。Welfare
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日
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事
業
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内

■今年度の保育所の保育料　　　　　　           　　　　     （単位：円）

階層 世　帯　区　分 ３歳未満 ３歳 ４歳以上

１ 生活保護の受給世帯 0 0 0

２

母子世帯・父子世帯・身体障害者のいる世帯 0 0 0

町民税の非課税世帯
１人目 8,100 5,400 5,400

２人目 4,050 2,700 2,700

３ 平成 23 年度分の町民税が課税の世帯
１人目 17,500 14,800 14,800

２人目 8,750 7,400 7,400

４ 平成 23 年分の所得税額が 40,000 円
未満の世帯

１人目 27,000 24,300 24,300

２人目 13,500 12,150 12,150

５ 平成 23 年分の所得税額が
40,000 円以上 103,000 円未満の世帯

１人目 40,000 37,300 32,700

２人目 20,000 18,650 16,350

6 平成 23 年分の所得税額が
103,000 円以上413,000円未満の世帯

１人目 54,900 38,200 32,700

２人目 27,450 19,100 16,350

７ 平成 23 年分の所得税額が 413,000 円
以上の世帯

１人目 72,000 38,200 32,700

２人目 36,000 19,100 16,350

※住宅取得等特別控除などの税額控除は適用されません。
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